
(3) 乙は、本プログラムの様子を撮影（写真・映像）し、公式サイト、

広報活動、または活動報告等の目的で使用できるものとし、甲およ

び受講者はこれを承諾するものとします。ただし、受講者が特段の

事情により掲載の拒否を希望する場合は、事前に事務局に申し出る

ものとします。

第8条（禁止事項および受講の停止・剥奪）

(1) 受講者が以下の各号のいずれかに該当する行為を行った場合、乙

は事前の催告をすることなく、当該受講者の受講資格を停止または

剥奪し、以後の講義および会場への立入りを禁止することができる

ものとします。

① 他の受講者に対する執拗な営業活動、および宗教・政治団体等へ

の勧誘行為。

② 他の受講者または講師に対する誹謗中傷、名誉毀損、ハラスメン

ト、その他公序良俗に反する迷惑行為。

③ 講義の進行を著しく妨げる行為、または本プログラムの運営を阻

害する行為。

④ 本規約のいずれかの条項に違反し、乙の是正要求に従わないとき。

⑤ その他、本プログラムの受講者として不適当であると乙が合理的

に判断したとき。

(2) 前項に基づき受講資格が停止または剥奪された場合、乙は、受領

済みの受講料を一切返金しないものとします。また、これにより甲

または受講者に生じた損害について、乙は何ら責任を負わないもの

とします。

第9条（会員サイトおよび資料の閲覧）

(1) 乙は、本プログラムの講義資料および関連情報の一部を、本サイ

トに掲載します。

(2) 講師の意向、知的財産権の保護、または運営上の都合により、す

べての講義資料および録画データの提供を保証するものではありま

せん。

(3) 本サイトおよび掲載コンテンツの閲覧期間は、本プログラム終了

日から起算して3ヶ月間とし、期間経過後は予告なくアクセス権を停

止します。甲および受講者は、閲覧期間内に各自の責任において必

要な資料の保存を行うものとします。

(4) 甲および受講者は、本サイトのログインIDおよびパスワードを厳

重に管理し、受講者本人以外の第三者（社内の他従業員を含む）へ

の開示、貸与または共有を一切行ってはならないものとします。

第10条（本規約の変更）

(1) 乙は、以下の各号のいずれかに該当する場合、甲および受講者の

承諾を得ることなく、本規約の内容を変更できるものとします。

① 本規約の変更が、甲および受講者の一般の利益に適合するとき。

② 本規約の変更が、受講契約をした目的に反せず、かつ、変更の必

要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして

合理的なものであるとき。

新経連アカデミー 受講規約

第1条（適用範囲および同意）

(1) 本規約は、一般社団法人新経済連盟（以下「乙」という）が提供

する「新経連アカデミー」（以下「本プログラム」という）を、申

し込んだ法人（以下「甲」という）およびその指定する受講者が受

講する際の諸条件を定めるものです。

(2) 甲は、受講者に対して本規約の内容を遵守させるものとします。

(3) 甲は、申込み時に記入した情報（以下「登録情報」という）の取

り扱いについて、以下の事項に同意するものとします。

①乙が、本プログラムに関する各種連絡、運営、および関連する情

報提供（今後のイベント案内等を含む）のために登録情報を利用す

ること。

②乙が、本プログラムの円滑な進行および指導を目的として、受講

者名簿等の形式により登録情報を講師に提供すること。

第2条（受講契約の成立と制限）

(1) 乙が甲からの申込みを承諾した時点で受講契約が成立します。た

だし、定員に達している場合や、募集状況により開催中止となる場

合があります。

(2) 本プログラムは、原則として新経済連盟会員企業の執行役員・

CxOを対象とします。非会員企業等の場合は乙の個別の承認を必要

とします。

(3) 同一企業から複数名の申込みも可能ですが、多様性確保の観点か

ら調整を依頼する場合があります。

第3条（受講料の支払い）

(1) 甲は、乙が発行する請求書に基づき、原則として請求書受領日の

翌月末日（当該日が銀行休業日の場合はその前営業日）までに、受

講料を一括で支払うものとします。なお、分割払いについては原則

として認められません。

(2) 前項に定める期日までに受講料の支払いが確認できない場合、乙

は甲および受講者に対し、何らの催告を要せず、本プログラムへの

出席および第9条に定める会員サイト内の受講者専用ページ（以下

「本サイト」という）へのアクセス権を停止することができるもの

とします。

(3) 振込手数料その他支払いに要する費用は、甲の負担とします。

第4条（キャンセル・返金規定）

(1) 受講決定通知後のキャンセルについては、以下の通りキャンセル

料を申し受けます。

第一回開催日の7日前〜3日前：受講料の50%

第一回開催日の2日前〜当日：受講料の100%

(2) 第一回講義の開始後、受講者の都合（欠席・中断・途中キャンセ

ル等）により受講を継続できない場合、理由の如何を問わず受領済

みの受講料の返金は一切いたしません。

第5条（受講者の交代・欠席・修了条件）

(1) 本プログラムは同一の受講者による全回受講を原則とし、受講者

の途中交代は原則として認められません。

(2) 受講者は、全5回のうち8割以上出席することを修了要件とします。

(3) やむを得ない事情による欠席・遅刻については事前に事務局へ相

談するものとします。乙の判断により、講義資料や録画データの共

有等のフォローを行う場合がありますが、代理人の出席は認められ

ません。

第6条（開催内容の変更・中止等）

(1) 講師の急病、悪天候、感染症の流行、通信障害、システム障害そ

の他の事由により、本プログラムの実施が困難と乙が判断した場合、

乙は事前に通知することなく、開催日、プログラム内容、開催形態

（対面からオンラインへの切り替え等）を変更できるものとします。

(2) 戦争、内乱、大規模な災害、停電、その他不可抗力の事由により、

本プログラムの継続的な提供が困難であると合理的に判断した場合、

乙は本プログラムの全部または一部を中止することができるものと

します。

(3) 前項に基づき本プログラムを中止した場合、乙は、未実施分に相

当する代替プログラムの提供、または受講料の精算・返金のいずれ

かを行うものとします。甲は、乙がいずれの方法を選択するかにつ

いて異議を申し立てることはできないものとします。

第7条（知的財産権およびプライバシー保護）

(1) 本プログラムに関連して甲に提供される一切のコンテンツ（講義

資料、音声、映像、プログラム構成、ノウハウ等）に関する知的財

産権（著作権法第27条および第28条の権利を含む）は、講師または

乙に帰属します。

(2) 甲および受講者は、乙の事前の承諾なく、講義の録音、録画、

キャプチャ撮影等を行ってはならず、また配布資料等の複製、転載、

転売、二次利用（自社内での研修利用等を含む）をしてはならない

ものとします。


	スライド 3

